
○写  

柏市監査委員告示第７号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定

による財政援助団体等監査を実施したので，同条第９項の規定によ

る監査の結果に関する報告を別紙のとおり公表します。  

 

令和元年９月９日  

 

           柏市監査委員   下    隆  明  

           柏市監査委員   小  栗  一  徳  
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１  監 査 を 実 施 し た 監 査 委 員 名  

  下    隆  明  

  小  栗  一  徳  

  宮  田  清  子  

  本  池  奈 美 枝  

   

２  監 査 の 種 類  

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。 以 下 ｢法 ｣と い う 。） 第

１ ９ ９ 条 第 ７ 項 の 規 定 に よ る 財 政 援 助 団 体 等 監 査 （ 法 第 ２ ４ ４ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 公 の 施 設 の う ち ， 法 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規

定 す る 管 理 （ 以 下 「 指 定 管 理 」 と い う 。） を 行 わ せ て い る も の に

係 る 監 査 ）  

 

３  監 査 の 期 間  

  平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ５ 日 か ら 令 和 元 年 ８ 月 ２ ８ 日 ま で  

 

４  監 査 の 対 象  

 (1) 監 査 の 対 象 と な る 公 の 施 設  

   柏 市 駐 車 場 条 例 （ 平 成 １ ０ 年 柏 市 条 例 第 ３ ７ 号 。 以 下 「 条    

    例 」 と い う 。 )第 ２ 条 に 規 定 す る も の 。  

   柏 市 市 営 駐 車 場  

   柏 市 中 央 町 １ 番 １ 号  

 (2) 監 査 の 対 象 と な る 指 定 管 理 を 行 う も の  

   タ イ ム ズ ２ ４ 株 式 会 社 共 同 事 業 体  

   東 京 都 千 代 田 区 有 楽 町 二 丁 目 ７ 番 １ 号  

   （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。）  

 (3) 監 査 の 対 象 と な る 指 定 管 理 に 係 る 事 務 の 主 管 部 課  

   土 木 部 交 通 施 設 課 （ 以 下 「 主 管 課 」 と い う 。）  

 

５  監 査 の 方 法  

  平 成 ３ ０ 年 度 分 で ， 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 指 定 管 理 者 が

執 行 し た 公 の 施 設 の 指 定 管 理 に 係 る 出 納 そ の 他 こ れ に 関 連 す る 事
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務 （ 関 連 す る 部 分 に つ い て は 前 年 度 以 前 分 及 び 平 成 ３ １ 年 度 分 を

含 む ） に つ い て ， 指 定 管 理 者 及 び 主 管 課 に 資 料 の 提 出 を 求 め る と

と も に ， 関 係 者 の 説 明 を 受 け て 行 っ た 。  

  ま た ， 実 施 に あ た っ て は ， 市 監 査 基 準 第 ２ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る ， 照 合 ， 実 査 ， 確 認 ， 質 問 ， 分 析 ， 比 較 ， 通 査 の 各 実 施 手 続 を

選 択 適 用 し ， 同 第 ２ ４ 条 の 規 定 に よ り ， 原 則 と し て 試 査 に よ り 実

施 し た 。  

な お ， 監 査 の 主 な 着 眼 点 を 次 の と お り と し た 。  

 (1) 主 管 課  

 ア  公 の 施 設 の 管 理 を 行 わ せ る 団 体 の 指 定 は ， 法 ， 条 例 等 に 根

拠 を 置 い て い る か 。  

 イ  指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 ， 施 設 管 理 基 準 ， 業 務 の 範 囲 ， 利 用

料 金 制 と す る 旨 な ど に つ い て ， 条 例 に 定 め ら れ て い る か 。  

 ウ  指 定 管 理 者 の 指 定 は ， 適 正 ・ 公 正 に 行 わ れ て い る か 。 ま た ，

議 会 の 議 決 を 経 て い る か 。  

  エ  管 理 に 関 す る 基 本 協 定 の 締 結 は ， 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

       ま た ， 各 協 定 書 に は ， 必 要 事 項 が 適 正 に 記 載 さ れ て い る か 。  

  オ  管 理 に 関 す る 経 費 の 算 定 ， 支 出 の 方 法 ， 時 期 ， 手 続 き 等 は  

    適 正 に な さ れ て い る か 。  

  カ  事 業 報 告 書 の 点 検 は 適 切 に な さ れ て い る か 。  

  キ  指 定 管 理 者 に 対 し て 適 時 か つ 適 切 に 報 告 を 求 め ， 調 査 し ，  

        又 は 指 示 を 行 っ て い る か 。  

   ク  市 営 駐 車 場 は ， 平 成 ２ ９ 年 度 ま で は 特 別 会 計 を 設 置 し て

い た が ， 平 成 ３ ０ 年 度 に 新 た に 指 定 管 理 者 の 指 定 を 行 っ た 際

に ， 特 別 会 計 を 廃 止 し ， 従 来 の 代 行 制 に よ る 指 定 管 理 制 度 を

改 め ， 利 用 料 金 制 に よ る 指 定 管 理 制 度 を 導 入 し て い る 。  

     平 成 ３ ０ 年 度 に お い て は ， 平 成 ２ ９ 年 度 ま で の 体 制 や 業

務 が 適 切 に 受 け 継 が れ て い る か ， ま た 特 別 会 計 を 設 置 し て い

た 時 と 比 べ ， 料 金 ， 経 営 方 針 や 管 理 体 制 の 維 持 ・ 改 善 は 適 正

に な さ れ て い る か 。  

  ケ  モ ニ タ リ ン グ は 適 宜 実 施 し て い る か 。  

   



3 

 

  (2) 指 定 管 理 者  

    ア  施 設 は 関 係 法 令 及 び 各 協 定 書 の 定 め る と こ ろ に よ り ， 適 切  

        に 管 理 さ れ て い る か 。  

  イ  協 定 書 等 に 基 づ く 義 務 の 履 行 は 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

  ウ  管 理 に 関 す る 協 定 書 等 に 定 め る と お り 人 員 を 採 用 ， 配 置 し  

    て い る か 。  

  エ  利 用 料 金 の 設 定 等 は 適 正 に な さ れ て い る か 。 あ ら か じ め 市  

    の 承 認 を 得 て い る か 。  

  オ  利 用 促 進 の た め の 努 力 は な さ れ て い る か 。  

  カ  公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 収 支 会 計 経 理 は 適 正 に な さ れ て い る  

    か 。  

    ま た ， 区 分 経 理 は 明 確 に な っ て い る か 。  

  キ  公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 出 納 関 係 帳 簿 の 記 帳 は 適 正 に な さ れ  

    て い る か 。 ま た ， 領 収 書 類 の 整 理 ， 保 存 は 適 切 に な さ れ て    

        い る か 。  

  ク  公 の 施 設 の 管 理 に 係 る 管 理 規 程 ， 経 理 規 程 等 の 諸 規 程 は ，  

    整 備 さ れ て い る か 。  

  ケ  協 定 等 の 内 容 に 反 す る 第 三 者 へ の 再 委 託 を 行 っ て い な い  

    か 。  

  コ  経 費 の 削 減 は 図 ら れ て い る か 。  

  サ  特 定 の 市 民 を 不 当 に 差 別 し て 扱 っ て い な い か 。  

  シ  利 用 料 金 の 収 納 等 ， 現 金 取 扱 手 続 は 適 正 に 行 わ れ て い る  

    か 。  

  ス  財 産 の 取 得 ま た は 処 分 は 協 定 等 に 則 っ て 適 正 に 行 わ れ て い  

    る か 。 ま た ， 所 管 部 署 の 承 諾 が 必 要 な も の は 承 諾 を 得 て い  

    る か 。  

  セ  事 業 の 報 告 は 適 正 に な さ れ て い る か 。  

  ソ  事 業 報 告 書 や 収 支 報 告 書 （ 年 次 ・ 月 次 ） の 提 出 は 期 限 内 に  

    な さ れ て い る か 。  

    大 幅 に 遅 れ て い な い か 。  

  タ  施 設 管 理 等 が 原 因 に よ る 事 故 の 際 ， 保 険 に 加 入 を し て い る  

   か 。  
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  チ  個 人 情 報 は 適 切 に 管 理 し て い る か 。  

  ツ  備 品 台 帳 は 整 備 さ れ て い る か 。  

    テ  定 期 利 用 の 選 定 は 適 正 に 行 わ れ て い る か 。  

  ト  労 働 条 件 は 法 令 に 則 っ て 整 備 さ れ て い る か 。  

  

６  指 定 管 理 の 概 要  

 (1) 市 営 駐 車 場 の 概 要  

   本 市 で は ， 市 街 地 の 路 上 駐 車 の 解 消 を は じ め ， 交 通 渋 滞 の 緩

和 ， 商 業 機 能 の 活 性 化 等 を 図 る た め ， 再 開 発 事 業 の 中 の 駐 車

場 棟 と し て 整 備 さ れ ， 平 成 １ １ 年 ３ 月 に 供 用 開 始 し た 。  

   な お ， 当 該 駐 車 場 は ， 民 間 事 業 者 等 の 能 力 を 活 用 し ， 利 用 者

の 幅 広 い 需 要 に 的 確 に 対 応 し た サ ー ビ ス の 提 供 並 び に 管 理 経

費 の 節 減 等 を 図 る こ と を 目 的 と し て ， 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 よ

り 法 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 管 理 制 度 を 導

入 し て い る 。  

 

   ア  施 設 の 管 理  

    

施 設 名  柏 市 市 営 駐 車 場  

所 在 地  柏 市 中 央 町 １ 番 １ 号  

設 置 年 月 日  平 成 １ １ 年 ３ 月 １ 日  

面

積

・

構

造  

敷 地 面 積  １ ， ４ １ ８ ． ７ ㎡  延 床 面 積  ８ ， ７ ６ ０ ． ６ ８ ㎡  

施 設 の 内 容  駐 車 場 施 設  

最 大 収 容 台 数  

（ 車 種 別 ）  
２ ７ ０ 台 （ う ち 障 害 者 用 ２ 台 ）  

施

設

運

営  

職 員 配 置 等 の

概 要  
７ 時 か ら ２ ３ 時 ま で の 時 間 帯 は 有 人  

管 理 体 制 等 の

状 況  
駐 車 機 器 類 を 整 備 し ， 誘 導 の た め の 人 員 も 配 置  
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     イ  指 定 管 理 者 選 定 の 経 緯  

 ※ プ ロ ポ ー ザ ル と は ， 主 に 業 務 の 委 託 先 や 建 築 物 の 設 計 者 を 選 定  

  す る 際 に ， 複 数 の 者 に 目 的 物 に 対 す る 企 画 を 提 案 し て も ら い ，  

  そ の 中 か ら 優 れ た 提 案 を 行 っ た 者 を 選 定 す る こ と 。  

 

                   

                                     

                                       

         

               

 

 

       全 景              料 金 表  

 

 

 

 

 

 

 

      駐 車 ス ペ ー ス            入 口 ゲ ー ト  

 

指 定 手 続 根 拠  柏 市 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例  

公 募 方 法  プ ロ ポ ー ザ ル 方 式  

募 集 期 間  平 成 ２ ９ 年 ７ 月 ３ １ 日 か ら 平 成 ２ ９ 年 ８ 月 １ ８ 日 ま で  

応 募 者 数  ５ 者  

選 定 結 果 通 知 日  平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日  

指 定 の 議 決 日  平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日  

指 定 の 告 示 日  平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日  

協 定 書 締 結 日  平 成 ３ ０ 年  ３ 月 ３ ０ 日  

管 理 運 営 開 始 日  平 成 ３ ０ 年  ４ 月  １ 日  
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 (2) 指 定 管 理 者 選 定 の 概 要  

   平 成 ２ ９ 年  

     ７ 月  ３ 日  募 集 要 項 配 布 開 始 （ ～ １ ０ 日 ）  

           広 報 か し わ （ ７ 月 １ 日 号 ） 及 び 市 ホ ー ム ペ  

           ー ジ に よ り 告 知 し た 。  

       １ ３ 日  個 別 説 明 会 （ ～ １ ８ 日 ）  

     ７ 月 ３ １ 日  応 募 申 請 受 付 開 始 （ ～ ８ 月 １ ８ 日 ）  

           ５ 団 体 か ら 応 募 が あ っ た 。  

    １ ０ 月  ３ 日  指 定 管 理 者 候 補 者 選 定 委 員 会 （ 第 １ 回 ）  

           応 募 団 体 の う ち ， ５ 団 体 に つ い て 面 接 審 査  

           を 実 施 す る こ と と し た 。  

    １ ０ 月 ２ ０ 日  指 定 管 理 者 候 補 者 選 定 委 員 会 （ 第 ２ 回 ）  

           面 接 審 査 の 結 果 ， タ イ ム ズ ２ ４ 株 式 会 社 共  

           同 事 業 体 を 指 定 管 理 者 候 補 者 に 選 定 し た 。  

    １ ０ 月 ２ ５ 日  選 定 結 果 を 応 募 者 に 通 知  

    １ ２ 月 ２ ０ 日  指 定 管 理 者 の 指 定 に 係 る 議 案 の 市 議 会 可 決  

           （ 平 成 ２ ９ 年 第 ４ 回 定 例 会 第 １ ０ 号 議 案 ）  

    １ ２ 月 ２ ７ 日  指 定 管 理 者 の 指 定 に 係 る 告 示  

   平 成 ３ ０ 年  

     ３ 月 ３ ０ 日  指 定 管 理 に 関 す る 基 本 協 定 書 締 結  

     ４ 月  １ 日  指 定 管 理 開 始 （ ～ 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）  
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 (3) 指 定 管 理 業 務 の 概 要  

  ア  基 本 協 定 書 及 び 管 理 業 務 仕 様 書 の 概 要  

   (ｱ) 指 定 期 間 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ５ 年 ３ 月  

    ３ １ 日 と す る 。  

   (ｲ) 指 定 管 理 業 務 の 主 な 内 容 は ， ① 駐 車 料 金 の 徴 収 に 関 す る  

    業 務 ， ② 駐 車 場 の 供 用 に 関 す る 業 務 ， ③ 管 理 施 設 ， 設 備 ，  

    物 品 等 の 維 持 管 理 に 係 る 業 務 と す る 。  

   (ｳ) 本 市 は ， 指 定 期 間 に お け る 指 定 管 理 料 を 支 出 し な い 。  

   (ｴ) 指 定 駐 車 場 の 利 用 に 係 る 利 用 料 金 に つ い て は ， 本 市 の 承  

    認 を 得 な け れ ば な ら な い 。 利 用 料 金 の 額 を 変 更 し よ う と す  

    る と き も ， 同 様 と す る 。  

   (ｵ) 指 定 管 理 者 は ， 各 会 計 年 度 ご と に 納 付 金  94,072,000 円  

    を ， ４ 月 ， ７ 月 ， １ ０ 月 及 び １ 月 の ４ 回 に 分 割 し て 本 市 に      

        納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

   (ｶ) 指 定 管 理 者 は ， 利 用 料 金 の 収 入 の 総 額 が 年 額 で   

    155,520,000 円 を 超 え た 場 合 は ， 超 過 し た 金 額 の ５ ０ ％ に  

    相 当 す る 額 を ， 本 市 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

   (ｷ) 指 定 管 理 施 設 の 修 繕 に つ い て は ， 原 則 と し て １ 件 に つ き  

    1,300,000 円 以 下 の も の に つ い て は 指 定 管 理 者 が 自 己 の 費  

    用 と 責 任 に お い て 実 施 す る も の と し ， １ 件 に つ き     

    1,300,000 円 を 超 え る も の は 本 市 の 負 担 と す る 。   

     (ｸ) 指 定 管 理 者 は ， 各 会 計 年 度 ご と に ， 管 理 業 務 に 係 る 事 業   

    計 画 書 を 当 該 会 計 年 度 の 開 始 日 の １ ヶ 月 前 ま で に 本 市 に 提  

    出 し ， そ の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

   (ｹ) 指 定 管 理 者 は ， 各 月 ご と に ， 当 該 月 の 管 理 業 務 の 実 施 状  

    況 等 を 記 載 し た 報 告 書 を 当 該 月 の 翌 月 の １ ５ 日 ま で に 本 市  

    に 提 出 し ， そ の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

   (ｺ) 指 定 管 理 者 は ， 指 定 管 理 業 務 の 実 施 を 妨 げ な い 限 度 に お  

    い て ， 本 市 の 承 認 を 得 て 自 主 事 業 を 実 施 す る こ と が で き る 。  

    こ の 場 合 ， 当 該 自 主 事 業 に 係 る 会 計 は ， 指 定 管 理 業 務 又 は  

    利 用 料 金 に 係 る 会 計 に 含 め て は な ら な い 。  
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  イ  利 用 料 金 の 概 要  

    指 定 駐 車 場 の 利 用 に 係 る 利 用 料 金 は ， 指 定 管 理 者 が 柏 市 駐  

   車 場 条 例 第 ５ 条 第 ３ 項 に 定 め る 額 の 範 囲 内 に お い て 定 め た 額  

   が 各 会 計 年 度 ご と の 事 業 計 画 書 の 中 で 提 示 さ れ ， 当 該 事 業 計  

   画 書 の 主 管 課 に よ る 承 認 を も っ て 施 行 さ れ て い る 。  

    指 定 管 理 者 が 定 め た 平 成 ３ ０ 年 度 に お け る 市 営 駐 車 場 の 定  

   期 利 用 及 び 一 時 利 用 に 係 る 利 用 料 金 は ， 次 の と お り で あ る 。  

 

利 用 料 金  

区 分  料 金 等  

普 通 駐 車 料 金  1 台 あ た り 30 分 ， 210 円  

最 大 料 金  1 台 あ た り 当 日 24 時 ま で ， 800

円 （ 月 曜 日 ～ 金 曜 日 ）  

パ ー ク ＆ ラ イ ド 利 用 者 は  

700 円  

１ 台 あ た り 当 日 ２ ４ 時 ま で ，

1,000 円  

(土 曜 日 ， 日 曜 日 ， 祝 日 ) 

月 極 駐 車 料 金  

（ 入 庫 保 証 あ り ）  

1 台 あ た り 1 月 ， 45,000 円

（ 全 日 ）  

1 台 あ た り 1 月 ， 22,500 円

（ 平 日 ）  

定 期 駐 車 料 金  

（ 入 庫 保 証 な し ）  

1 台 あ た り 1 月 ， 30,000 円

（ 全 日 ）  

1 台 あ た り 1 月 ， 15,000 円

（ 平 日 ）  
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  ウ  利 用 台 数 及 び 利 用 料 金 収 入 の 推 移  

    平 成 ２ ９ 年 度 か ら 平 成 ３ ０ 年 度 に か け て の 指 定 駐 車 場 に お

け る 定 期 利 用 及 び 一 時 利 用 に 係 る 利 用 台 数 及 び 利 用 料 金 収 入

額 の 推 移 は ， 次 の と お り で あ る 。  

    な お ， 平 成 ２ ９ 年 度 ま で の 指 定 管 理 制 度 は 「 代 行 制 」 で あ

り ， 平 成 ３ ０ 年 度 か ら の 指 定 管 理 制 度 は 「 利 用 料 金 制 」 を 採

っ て い る 。  

    そ の 結 果 ， 指 定 管 理 者 が 営 業 努 力 を す れ ば 見 返 り も 大 き く

な り ， 利 用 台 数 及 び 収 益 (売 上 )も 大 き く 伸 び る 結 果 と な っ た 。  

 

利

用

台

数 

項  目  平 成 29 年 度  平 成 30 年 度  

一 時 利 用  33,616 台  80,206 台  

定 期 利 用  8,657 台  10,961 台  

そ の 他  103,874 台  91,330 台  

年 間 利 用 台 数 （ 合 計 ）  146,147 台  182,497 台  

利

用

料

金

収

入 

一 時 利 用  25,579,830 円  54,504,190 円  

定 期 契 約  18,870,750 円  21,535,000 円  

回 数 券 販 売 売 上  3,706,080 円  2,133,600 円  

そ の 他  83,751,452 円  93,650,052 円  

利 用 料 金 収 入  131,908,112 円  171,822,842 円  
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  エ  指 定 管 理 業 務 に 係 る 職 員 配 置 の 状 況  

    指 定 管 理 業 務 の 履 行 の た め に 指 定 管 理 者 が 配 置 す る 職 員 の  

   組 織 体 制 は ， 次 の と お り と な っ て い る 。  

    

【 統 括 管 理 責 任 者 】  

タ イ ム ズ ２ ４ 株 式 会 社  

千 葉 支 店  柏 営 業 所 ・ 法 人 営

業 本 部  

駐 車 場 に 係 る 業 務 全 体 を 統 括

し ， 貴 市 と の 窓 口 と な り ま

す 。 本 駐 車 場 の 適 正 運 営 の 維

持 向 上 を 担 い ま す 。  

【 管 理 責 任 者 】  

タ イ ム ズ サ ー ビ ス 株 式 会 社  

千 葉 支 店  

現 場 管 理 業 務 を 実 施 し ま す 。

グ ル ー プ 会 社 規 格 に 基 づ き ，

駐 車 場 に お け る 駐 車 場 機 器 保

守 メ ン テ ナ ン ス や 集 金 業 務 を

行 い ま す 。  

【 コ ン タ ク ト セ ン タ ー 】  

タ イ ム ズ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

株 式 会 社  

※ 再 委 託  

年 中 無 休 ・ ２ ４ 時 間 営 業 の お

客 様 専 用 コ ー ル セ ン タ ー で

す 。 ご 利 用 者 様 か ら の ク レ ー

ム や 要 望 等 を 受 け る 専 用 窓 口

と な り ま す 。  

 （出典）｢柏市駐輪場の管理に関する事業計画書｣（平成 30 年度）３０ページより抜粋 
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  オ  業 務 の 一 部 再 委 託 の 状 況  

    指 定 管 理 者 は ， あ ら か じ め 書 面 に よ り そ の 内 容 を 明 ら か に  

   し て 本 市 の 承 認 を 得 た か ぎ り に お い て ， 次 に 掲 げ る 業 務 を 第  

   三 者 に 再 委 託 す る こ と が で き る 。  

   (ｱ) 清 掃 ， 警 備 ， 保 守 点 検 等 の 個 別 業 務  

   (ｲ) 専 門 的 な 技 術 又 は 特 定 の 資 格 等 を 要 す る 業 務  

   (ｳ) そ の 他 本 市 が 必 要 と 認 め る 業 務  

    当 該 業 務 の 遂 行 に あ た り ， 平 成 ３ ０ 年 度 に 本 市 よ り 承 認 さ  

   れ た 再 委 託 予 定 事 業 者 は ， 次 の と お り で あ る 。  

 

再委託予定事業者一覧 

再委託予定業務の名称 事業者の名称 

コンタクトセンター業務 
タイムズコミュニケーション株式

会社 

消防設備点検 太平ビルサービス株式会社 

昇降機点検 同上 

自家用電気工作物点検 同上 

電動シャッター設備点検 同上 

空気環境測定 同上 

植栽刈り込み 同上 

ダクト点検 同上 

太陽光発電設備点検 同上 

建築物定期点検 同上 

精算補助等業務 
公益財団法人柏市シルバー人材セ

ンター 

（出典）｢管理業務の第三者への一部委託承認申請について｣より抜粋 
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 (4) 指 定 管 理 業 務 に 係 る 収 支 の 状 況  

   平 成 ３ ０ 年 度 の 指 定 管 理 業 務 に 係 る 事 業 収 支 に つ い て 主 管 課

に 確 認 し た と こ ろ ， 次 の と お り で あ っ た 。  

                                               （ 単 位 ： 円 ）  

 １ 年 目 （ 平 成 30 年 度 ）  

項  目  実 施 計 画  実 績 額  

収

入  

利 用 料 金 収 入  

（ 一 時 利 用 ）  

154,956,000 54,504,190 

利 用 料 金 収 入  

（ 定 期 利 用 ）  

- 21,535,000 

指 定 管 理 料    

回 数 券 販 売 収 入  ‐  2,133,600 

そ の 他 収 入  ‐  93,650,052 

  収  入  計 （ ア ）  154,956,000 171,822,842 

支

出  

人 件 費  17,112,000 17,360,784 

施 設 管 理 費  16,403,000 19,995,043 

リ ー ス 料  3,654,000 2,201,142 

駐 車 場 機 器 償 却  2,778,000 1,448,920 

消 耗 品  1,037,000 813,304 

駐 車 場 機 保 守 ・

メ ン テ ナ ン ス  

4,004,000 6,008,612 

保 険 料  132,000 44,690 

事 務 費  9,072,000 9,093,820 

納 付 金  94,072,000 94,072,000 

租 税 公 課  776,000 2,037,102 

支  出  計 （ イ ）  149,040,000 153,075,417 

収 入 計 － 支 出 計  

（ ア － イ ）  
5,916,000 18,747,425 

  ※ そ の 他 収 入 と は ， 認 証 機 割 引 金 額 （ 92,799,500 円 ） 及 び  

   旧 回 数 券 交 換 金 額 （ 850,552 円 )の 合 計 で あ る 。  
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７  監 査 の 結 果  

  監 査 の 結 果 ， 特 に 次 の 事 項 に つ い て は 「 監 査 の 結 果 等 の 取 扱 い

要 領 」 に 定 め る 判 断 及 び 処 理 の 基 準 に よ り 指 摘 事 項 に 該 当 す る も

の と 決 定 し た 。  

 

 【 指 摘 事 項 】  

 

(1) 指 定 管 理 業 務 に お け る 「 人 件 費 」 の 取 扱 い に つ い て  

  指 定 管 理 者 か ら 提 出 さ れ た 平 成 ３ ０ 年 度 事 業 報 告 書 を 確 認 し

た と こ ろ ， 平 成 ３ ０ 年 度 の 指 定 管 理 業 務 に 係 る 人 件 費 の 内 訳 は

次 の と お り で あ っ た 。  

                       （ 単 位 ： 円 ）  

 タ イ ム ズ サ ー ビ ス  

人 件 費  

シ ル バ ー 人 材  

委 託 費  

合 計  

２ ０ １ ８ 年      

    ４ 月  

781,094 665,638 1,446,732 

    ５ 月  781,094 665,638 1,446,732 

    ６ 月  781,094 665,638 1,446,732 

    ７ 月  781,094 665,638 1,446,732 

    ８ 月  781,094 665,638 1,446,732 

    ９ 月  781,094 665,638 1,446,732 

   １ ０ 月   781,094 665,638 1,446,732 

   １ １ 月  781,094 665,638 1,446,732 

   １ ２ 月  781,094 665,638 1,446,732 

２ ０ １ ９ 年   

    １ 月  

781,094 665,638 1,446,732 

    ２ 月  781,094 665,638 1,446,732 

    ３ 月  781,094 665,638 1,446,732 

平 成 ３ ０ 年 度  

    合 計  

9,373,128 7,987,656 17,360,784 
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   こ れ に よ る と ,平 成 ３ ０ 年 度 の 「 人 件 費 」 の 内 訳 と し て ， 指  

  定 管 理 者 が 直 接 雇 用 す る 「 タ イ ム ズ サ ー ビ ス 人 件 費 」  

  9,373,128 円 と 並 ん で ，「 シ ル バ ー 人 材 委 託 費 」 と し て  

  7,987,656 円 が 計 上 さ れ て い る 。  

   し か し な が ら ， １ １ ペ ー ジ に も 掲 げ た と お り ， 公 益 社 団 法 人  

  柏 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー の 行 う 市 営 駐 車 場 の 精 算 業 務 は ， 事  

  前 に 業 務 を 行 わ せ る こ と に つ い て 本 市 の 承 認 を 得 た 上 で 締 結 さ  

  れ た 請 負 契 約 に よ り 行 わ れ て お り ， 直 接 雇 用 に 係 る 人 件 費 と は  

  厳 密 に 区 分 さ れ る べ き も の で あ り ， 適 切 な 区 分 に よ り 計 上 し ，  

  経 理 の 適 正 性 を 確 保 さ れ た い 。  

 

 (2) 消 防 用 設 備 に お け る 操 作 使 用 障 害 に つ い て  

   学 校 ， 病 院 ， 工 場 （ 中 略 ） そ の 他 の 防 火 対 象 物 で 政 令 で 定 め

る も の の 関 係 者 は ， 政 令 で 定 め る 消 防 の 用 に 供 す る 設 備 （ 中

略 ）， に つ い て 消 火 ， 避 難 そ の 他 の 消 防 の 活 動 の た め に 必 要 と

さ れ る 性 能 を 有 す る よ う に ， 政 令 で 定 め る 技 術 上 の 基 準 に 従

っ て ， 設 置 し ， 及 び 維 持 し な け れ ば な ら な い と さ れ て い る 。

(消 防 法 第 １ ７ 条 第 １ 項 ) 

   市 営 駐 車 場 で 現 地 調 査 を 行 っ た と こ ろ ， 屋 内 消 火 栓 設 備 の 前

に 清 掃 用 具 と 三 角 コ ー ン が 置 か れ て い た 事 案 が あ っ た 。  

  

 

    

   

    

 

 

 

    こ れ ら は ， 火 災 が 発 生 し た 際 に 消 防 用 設 備 等 が 有 効 に 機 能

を 発 揮 で き な く な る 危 険 が あ る た め ， 消 防 法 第 １ ７ 条 第 １ 項 に

基 づ き ， 消 防 用 設 備 等 の 設 置 ・ 維 持 義 務 違 反 と 言 わ ざ る を 得 な

い 。  
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 (3)「 人 」 に や さ し い 駐 車 場 の 提 供 に つ い て  

   主 管 課 か ら 提 出 さ れ た 監 査 資 料 に よ れ ば ， 市 営 駐 車 場 に は ，

障 害 者 用 優 先 駐 車 ス ペ ー ス (以 下 「 障 害 者 用 ス ペ ー ス 」 と い

う 。 )が ２ 台 分 用 意 さ れ ， ま た 指 定 管 理 者 が 提 出 し た 平 成 ３ ０

年 度 事 業 計 画 書 ４ ３ ペ ー ジ に お い て ，「 人 」 に や さ し い 駐 車 場

の 提 供 の た め の 具 体 的 な 取 組 と し て ， ハ ー ト ス ペ ー ス の 設 置

及 び 身 体 障 害 者 用 精 算 機 の 設 置 等 が 記 載 さ れ て い る 。  

   監 査 に お い て 確 認 し た と こ ろ ， ２ 台 分 の 障 害 者 用 ス ペ ー ス は

建 物 ２ 階 及 び ３ 階 に あ り ， エ レ ベ ー タ ー に は 最 も 近 い 場 所 に

設 定 し て あ る も の の ， 車 イ ス で 利 用 で き る 障 害 者 用 ト イ レ は

１ 階 に し か な く ， 障 害 者 に と っ て 利 便 性 が 良 い 状 況 と は 言 え

ず ， 障 害 者 用 ト イ レ に 誘 導 す る た め の 案 内 も 確 認 で き な か っ

た 。  

   ま た ， 現 地 に お い て 障 害 者 用 ス ペ ー ス の 利 用 状 況 を 確 認 し た

と こ ろ ， あ ま り 利 用 さ れ て い な い と の こ と で ， 原 因 は Ｐ Ｒ 不

足 で ， 周 知 さ れ て い な い た め と の こ と で あ っ た 。  

   さ ら に ， 駐 車 場 が 「 満 車 」 状 態 の 場 合 に は ， 障 害 者 用 ス ペ ー

ス に 一 般 車 両 を 駐 車 さ せ る 場 合 も あ る と の 説 明 が あ っ た が ，

障 害 者 の 利 用 の 妨 げ に な る こ と も 予 想 さ れ る 。  

   こ れ ら の 状 況 は ，「 人 」 特 に 障 害 者 へ の 配 慮 を 欠 い て い る と

言 わ ざ る を 得 な い も の で あ り ， 市 営 駐 車 場 と し て の 役 割 か ら

民 間 で で き な い 部 分 に も ， き め 細 や か な 配 慮 を 行 う 必 要 が あ

る と い う 観 点 か ら ， 利 用 者 へ の 配 慮 に つ い て 改 善 さ れ た い 。  

 

   指 摘 事 項 に つ い て は 以 上 の と お り で あ る 。 本 監 査 の 結 果 に 基  

  づ き 措 置 を 講 じ た と き は ， そ の 旨 を 速 や か に 監 査 委 員 に 報 告 さ  

  れ た い 。  

   ま た ， 指 摘 事 項 と す る に は 至 ら な い が ， 事 務 の 執 行 に お け る  

  基 本 的 な 事 項 と し て ， 妥 当 性 に 欠 け ， 改 善 を 要 す る も の 及 び 軽  

  易 な 又 は 定 型 的 な 誤 り で ， 速 や か に 改 善 が 可 能 と 判 断 し た も の  

  (監 査 実 施 中 に 改 善 さ れ た も の を 含 む )を 「 注 意 事 項 」 と し て 以  

  下 に 記 載 す る 。  
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 【 注 意 事 項 】  

  (1) 書 類 の 正 確 性 に つ い て  

    提 出 さ れ た 書 類 の 数 値 や ， 記 載 漏 れ 等 の 不 備 が 散 見 さ れ た 。  

   内 容 に つ い て は ， 以 下 の と お り で あ る 。  

  

＜ 指 定 管 理 者 か ら 主 管 課 に 提 出 さ れ て い た 書 類 ＞  

  ア  事 業 報 告 書  

利 用 台 数 の 前 年 度 比 の 割 合 が 誤 っ て い た 。  

  イ  月 次 報 告 書  

５ 月 分 の 月 次 報 告 書 に お い て ， 出 庫 台 数 が 誤 っ て い た 。  

  ウ  総 合 管 理 業 務 委 託 報 告 書  

    ２ 月 分 の 総 合 管 理 業 務 委 託 報 告 書 の 報 告 一 覧 の 記 載 が 漏 れ  

   て い た 。  

   エ  管 理 業 務 の 第 三 者 へ の 一 部 委 託 承 認 申 請 書  

    一 部 業 務 の 記 載 漏 れ が あ っ た 。  

 ＜ 主 管 課 か ら 提 出 さ れ た 書 類 ＞  

  オ  一 般 貸 出 収 容 台 数 の 誤 り  

    運 用 上 の 一 般 貸 出 収 容 台 数 ２ １ １ 台 と の 記 載 が あ っ た が ，  

   実 際 に は 駐 車 ス ペ ー ス は ２ ０ ５ 台 し か な く ， 記 載 台 数 が 不 正  

   確 で あ っ た 。  

 

      こ れ ら は ， 指 摘 事 項 に は あ た ら な い が ， 確 認 の 不 備 が 招 い  

   た 誤 り で あ る の で ， 是 正 す る べ く 注 意 事 項 と す る 。  
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８  意 見  

  監 査 の 結 果 は 以 上 の と お り で あ る が ， 本 監 査 を 実 施 し た 中 で 特

に 表 明 す べ き と 認 め た 意 見 に つ い て ， 次 の と お り 付 記 す る 。  

 

 (1) 事 業 計 画 書 等 で 実 施 を 謳 う 取 組 み の 達 成 状 況 に つ い て  

   平 成 ３ ０ 年 度 事 業 計 画 書 に お い て ，「 人 」 に や さ し い 駐 車 場

の 提 供 と し て ，「 ハ ー ト ス ペ ー ス 」 の 設 置 を 謳 っ て い な が ら ，

市 営 駐 車 場 の 現 地 調 査 の 時 点 で は 実 現 さ れ て い な か っ た 。  

     現 在 ， 指 定 管 理 者 で は ， 運 転 が 不 慣 れ な 障 害 者 や 高 齢 者 に 対

し て は 係 員 が 誘 導 等 を 行 っ て い る が ， 平 成 ３ １ 年 度 事 業 計 画 書

に お い て も ，「 ハ ー ト ス ペ ー ス 」 の 設 置 を 謳 っ て い る 。  

     こ の こ と か ら ， 指 定 管 理 者 の 構 想 の 中 に も 市 営 駐 車 場 に 「 ハ

ー ト ス ペ ー ス 」 を 設 置 す る と い う こ と が あ り ， 事 業 計 画 書 に お

い て も 毎 年 実 施 を 謳 っ て い る 施 策 で あ る こ と か ら ， 実 現 に 向 け

た 努 力 を 求 め た い 。  

 

  (2) 女 性 雇 用 及 び 地 域 雇 用 の 推 進 に つ い て  

      指 定 管 理 者 か ら 提 出 さ れ た 平 成 ３ ０ 年 度 事 業 計 画 書 １ ０ ペ ー

ジ に お い て ， 男 女 共 同 参 画 の 施 策 と し て ， 女 性 活 躍 推 進 法 に 基

づ く 一 般 事 業 主 行 動 計 画 を 作 成 し 取 り 組 ん で い る 旨 の 記 載 が あ

り ， ま た ， 地 域 雇 用 の 取 組 と し て ， 柏 市 か ら の 雇 用 を 優 先 す る

と の 記 載 が あ る 。  

     実 際 に 指 定 管 理 者 の コ ー ル セ ン タ ー 等 の ス タ ッ フ に は 女 性 も

多 く 雇 用 さ れ て い る と の こ と で あ り ， ま た ， 市 営 駐 車 場 の 係 員

の 配 置 は 「 公 益 社 団 法 人 柏 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 」 に 再 委 託

を 行 っ て お り ， 地 域 雇 用 に 努 め て い る こ と は ， 市 の 施 策 と も 合

致 し ， 有 効 な 取 組 で あ る と い え る 。  

     し か し な が ら ， 現 地 の 係 員 に つ い て は ， 実 際 に は 全 て 男 性 が

配 置 さ れ て い る 。 女 性 利 用 者 や 障 害 の あ る 利 用 者 へ の 案 内 業 務

に つ い て は ， 女 性 な ら で は の 対 応 に よ っ て ， 利 用 者 へ の 安 心 感

を 与 え ら れ る と い う メ リ ッ ト も あ る こ と か ら ， 今 後 の 職 員 配 置

に お い て 女 性 の 配 置 を 検 討 さ れ る こ と を 望 む も の で あ る 。  
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(3) 利 用 促 進 の た め の 方 策 に つ い て  

市 営 駐 車 場 の 利 用 状 況 に つ い て は ， ９ ペ ー ジ に も 記 し た と お

り ， 利 用 料 金 制 に 移 行 し て 利 用 台 数 及 び 利 用 料 金 収 入 が 従 来

の 代 行 制 と 比 べ て 増 加 し て い る 。  

一 方 で ， 柏 市 の 生 産 年 齢 人 口 の 減 少 ， 近 隣 駐 車 場 と の 競 合 な

ど に よ り ， 市 営 駐 車 場 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 に つ い て は ， 今 後

厳 し く な る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る 。  

そ の よ う な 中 に あ っ て は ， 安 定 的 に 利 用 者 を 確 保 す る た め ，

定 期 券 を 利 用 し た 定 期 利 用 や 混 雑 状 況 に 左 右 さ れ ず 安 定 収 入

を 確 保 で き る 月 極 駐 車 場 の 利 用 者 を 増 や し て い く な ど の 利 用

促 進 を 図 り ， 収 益 の 安 定 化 に つ な げ ら れ た い 。  

 




